
定期接種とは、「予防接種法」という法律に基づき市町村が実施する予防接種のことです。 

 

 

① 65歳の方（昭和 36年 4月 2日～昭和 37年 4月 1日） 

②  令和 8年度経過措置対象者の方 

★令和 7年度から 5年間の経過措置として、下表の方も対象になります。 

70歳 昭和 31年 4月 2 日～昭和 32年 4 月 1 日 75歳 昭和 26年 4月 2 日～昭和 27年 4 月 1 日 

80歳 昭和 21年 4月 2 日～昭和 22年 4 月 1 日 85歳 昭和 16年 4月 2 日～昭和 17年 4 月 1 日 

90歳 昭和 11年 4月 2 日～昭和 12年 4 月 1 日 95歳 昭和 6 年 4 月 2 日～昭和 7年 4 月 1 日 

100 歳 大正 15年 4月 2 日～昭和 2年 4 月 1 日 

③ 60 歳以上 65 歳未満であって、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に、日常生活がほとん

ど不可能な程度の障害を有する方。（身体障がい者手帳 1級保持者） 

 →事前に保健センターで申請が必要です。 

★既に任意接種を受けたことがある方は、基本的には定期接種の対象にはなりません。 

 

 

令和８年４月１日～令和９年３月３１日まで 

●生ワクチン：1回接種  ●組換えワクチン：2回接種（2ヶ月以上の間隔をあける） 

 

 

●マイナンバーカードまたは資格確認書など   

●予診票・高齢者定期予防接種記録カード 

 ※対象者①と②の方には個別に案内が送付されます。 

●身体障害者手帳（対象者③の方） 

 

 

●生ワクチン（1回接種） 1回 4,000円 

●組換えワクチン（2回接種） 1回あたり 10,500円 

生活保護世帯は無料です。（生活保護受給証明書が必要） 

公費助成の有無やその内容は、お住まいの市町村で定められています。 

令和 8年度  

高齢者帯状疱疹ワクチンの定期接種について 

対 象 者 

実 施 期 間 実 施 期 間 

持 っ て 行 く も の 

 

 

自 己 負 担 金 

ご予約が必要です。 

ご希望の方は、お早めにお申し付けください。 


